
は

じ

め

に

享
保
一
三
年
（
一
七
二
八
）、
現
在
の
奈
良
県
五
條
市
大
沢
町

の
古
墓
ら
し
き
所
か
ら
天
平
一
一
年
（
七
三
九
）
の
年
紀
が
刻
ま

れ
た
墓
誌
が
発
見
さ
れ
た
。
残
念
な
が
ら
今
日
で
は
現
物
は
伝
わ

っ
て
お
ら
ず
、
拓
本
だ
け
が
知
ら
れ
て
い
る
。

拓
本
に
残
さ
れ
た
文
字
は
以
下
の
よ
う
で
あ
る
。

従
五
位
上
守
右
衛

士
督
�
行
中
宮
�

下
道
朝
臣
真
備
葬

亡
妣
�
貴
氏
之
墓

天
平
十
一
年
八
月
十

二
日
記

歳
次
己
�

墓
誌
銘
は
下
道
朝
臣
真
備
（
天
平
一
八
年＝

七
四
六
年
に
吉
備

朝
臣
に
改
姓
）
が
亡
妣
（
真
備
の
母
）
楊
貴
氏
の
た
め
に
天
平
一

一
年
に
墓
を
造
営
し
た
と
理
解
さ
れ
て
い
る
。『
古
京
遺
文
』（
文

政
元
年＝

一
八
一
八
年

自
序
）
以
来
、「
楊
貴
」
は
「
八
木
」

を
好
字
で
表
し
た
も
の
と
解
釈
さ
れ
て
き
た
。

し
か
し
、
こ
の
墓
誌
に
は
疑
問
も
呈
さ
れ
て
き
た
。
早
く
に
岸

俊
男
氏
は
「
極
め
て
当
地
に
と
っ
て
は
重
要
な
史
料
と
思
わ
れ
る

に
拘
ら
ず
、
疑
問
と
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
ぬ
点
の
多
い
こ
と
は
残

（
�
）

念
で
あ
る
。」
と
述
べ
て
い
る
。

楊
貴
氏
墓
誌
発
見
の
周
辺

伊

藤

純
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一

墓
誌
の
発
見

第
一
報

こ
の
墓
誌
の
発
見
を
最
初
に
報
告
し
た
の
は
伊
藤
東
涯
（
一
六

七
〇
〜
一
七
三
六
）
で
あ
る
。
東
涯
著
『
輶
軒
小
録
』
に
以
下
の

（
�
）

よ
う
に
見
え
る
。

○
和
州
古
碑
之
事

享
保
十
三
戊
申
の
秋
、
和
州
宇
知
郡
の
内
、
大
沢
村
の
農
家

平
右
衛
門
の
家
に
、
四
五
升
程
入
る
壺
一
つ
、
并
に
瓦
十
二

枚
を
掘
り
出
だ
す
。
中
一
枚
文
字
を
彫
り
付
け
、
朱
を
入
れ

た
り
。
瓦
の
厚
一
寸
八
分
、
は
ゞ
一
尺
七
寸
、
長
一
尺
九
寸

な
り
。
其
文
に
「
従
五
位
上
守
右
衛
士
督
兼
行
中
宮
亮
下
道

朝
臣
真
備
。
葬
亡
妣
楊
貴
氏
之
墓
。
天
平
十
一
年
八
月
十
二

日
記
。
歳
次
己
卯
」
と
。
凡
四
十
三
字
づ
ゝ
一
行
に
あ
り
。

此
は
上
の
墓
の
碑
と
同
じ
く
、
吉
備
大
臣
の
母
氏
な
り
。
上

の
は
祖
母
な
り
。
此
は
母
儀
な
り
。
同
じ
く
近
年
に
掘
り
出

だ
す
事
、
誠
に
希
代
の
こ
と
な
り
。

『
輶
軒
小
録
』
は
古
碑
、
古
文
書
、
草
木
禽
獣
な
ど
の
諸
事
に

現在の楊貴氏墓の位置（五條西中学校南側）1/2500
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つ
い
て
の
東
涯
の
知
識
を
書
き
記
し
た
も
の
で
あ
る
。
成
立
年
は

明
確
で
は
な
い
が
、「
小
松
内
府
墓
之
事
」
に

享
保
辛
亥
の
冬
、
堀
習
斎
氏
に
、
一
士
人
の
家
に
て
夜
話
に

邂
逅
す
。

と
あ
る
。
享
保
辛
亥＝
一
六
年
（
一
七
三
一
）
な
の
で
、『
輶
軒

小
録
』
の
成
立
年
は
、
享
保
一
六
年
（
一
七
三
一
）
以
降
、
東
涯

が
没
し
た
元
文
元
年
（
一
七
三
六
）
ま
で
の
間
に
記
さ
れ
た
と
判

断
で
き
る
。
東
涯
の
報
文
は
、
墓
誌
が
発
見
さ
れ
た
と
さ
れ
る
享

保
一
三
年
（
一
七
二
八
）
の
後
、
数
年
の
間
に
執
筆
さ
れ
た
こ
と

に
な
る
。

な
お
、
文
中
に
見
え
る
「
上
の
墓
の
碑
と
同
じ
く
」
と
あ
る
の

は
、「
和
州
古
碑
之
事
」
の
一
つ
前
の
項
、
元
禄
一
二
年
（
一
六

九
九
）
に
発
見
さ
れ
た
、
和
銅
元
年
（
七
〇
八
）
の
年
紀
を
も
つ

「
備
中
古
墓
之
事
」、
今
日
「
下
道
圀
勝
圀
依
母
夫
人
骨
蔵
器
」
と

称
さ
れ
る
骨
蔵
器
の
考
証
で
あ
る
。

二

近
江
昌
司
氏
の
追
求
と
研
究

墓
誌
の
現
物
が
伝
わ
っ
て
い
な
い
現
在
に
あ
っ
て
、
近
江
昌
司

氏
は
先
行
研
究
を
検
討
し
つ
つ
、
さ
ら
に
伝
わ
っ
て
い
る
墓
誌
の

拓
本
を
博
捜
、
比
較
検
討
し
、
極
め
て
重
要
な
見
通
し
を
提
示
し

（
�
）
た
。近

江
氏
は
墓
誌

発
見
の
第
一
報
を

記
し
た
東
涯
に
つ

い
て
、
天
理
図
書

館
に
蔵
さ
れ
る
古

義
堂
文
庫
の
「
伊

藤
家
（
氏
）
乗
」

史
料
を
精
査
し
、

「
東
涯
は
享
保
十

四
年
に
伊
勢
へ
、

同
十
五
年
に
泉
州

堺
へ
、
同
十
八
年

に
河
内
方
面
へ
旅

楊貴氏墓現況
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行
し
て
い
る
が
大
和
五
条
方
面
を
訪
れ
た
記
事
は
な
い
。
こ
の
年

譜
は
自
他
と
も
に
訪
問
の
記
事
が
か
な
り
詳
し
い
と
こ
ろ
か
ら
見

れ
ば
、
享
保
十
三
年
以
後
に
大
和
に
旅
し
た
こ
と
は
な
か
っ
た
と

思
わ
れ
る
」
と
さ
れ
、
墓
誌
発
見
の
情
報
は
「
古
義
堂
の
門
下
か

ら
の
聞
き
書
か
消
息
に
よ
っ
て
知
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
」
と
述

べ
る
。

先
行
研
究
、
拓
本
を
検
討
し
た
結
果
、
近
江
氏
が
示
し
た
結
論

は
以
下
の
よ
う
で
あ
る
。

墓
誌
は
享
保
一
三
年
（
一
七
二
八
）
に
発
掘
さ
れ
た
。
明
治
三

〇
年
（
一
八
九
七
）
ま
で
に
五
回
以
上
の
発
掘
と
埋
め
戻
し
が
あ

っ
た
。

本
来
の
墓
所
は
明
確
で
な
く
、
現
在
の
場
所
は
そ
の
後
移
動
し

た
も
の
。
墓
の
構
造
は
岡
山
の
三
谷
村
東
三
成
の
古
墓
と
類
似
し

て
い
る
。

拓
本
は
真
本
の
他
に
、
彫
り
版
の
も
の
が
四
・
五
通
以
上
あ

る
。銘

文
は
文
意
が
通
じ
史
実
と
整
合
す
る
。
し
か
し
文
体
か
ら

「
歳
次
己
卯
」
が
疑
問
で
、
さ
ら
に
全
体
の
文
形
に
も
問
題
が
生

じ
、
後
刻
の
可
能
性
が
強
い
。

唯
一
の
塼
製
の
紀
吉
継
墓
誌
と
比
べ
文
字
に
洗
練
さ
れ
た
力
強

さ
が
な
い
。

す
え

八
木
氏
が
楊
貴
妃
の
裔
と
自
称
す
る
伝
説
が
中
世
以
降
確
認
さ

れ
る
。
後
世
に
は
楊
貴
氏
と
楊
貴
妃
が
関
連
す
る
と
考
え
ら
れ
て

お
り
、
楊
貴
氏
墓
誌
は
後
世
の
偽
刻
の
可
能
性
が
あ
る
。

楊
貴
氏
墓
と
伝
え
ら
れ
る
辺
り
か
ら
塼
と
一
個
の
土
器
に
よ
る

古
墓
が
あ
っ
た
こ
と
は
認
め
ら
れ
る
が
、
楊
貴
氏
墓
誌
が
伴
出
し

た
こ
と
は
疑
問
で
あ
る
。
墓
誌
は
焼
成
さ
れ
た
真
物
の
塼
に
、
後

人
が
刻
し
た
も
の
だ
ろ
う
。

墓
誌
発
見
の
経
緯
、
拓
本
の
詳
細
な
観
察
を
ふ
ま
え
た
近
江
氏

の
結
論
は
、
一
応
納
得
で
き
る
も
の
で
あ
る
が
、
か
と
い
っ
て
墓

誌
が
偽
作
さ
れ
た
も
の
と
即
断
す
る
こ
と
は
私
に
は
で
き
な
い
。

し
か
し
、
近
江
氏
の
研
究
は
楊
貴
氏
墓
誌
の
研
究
に
と
っ
て
画

期
と
な
り
、
以
降
こ
の
墓
誌
が
偽
作
さ
れ
た
可
能
性
に
言
及
す
る

解
説
も
で
る
。

宮
瀧
交
二
「
楊
貴
氏
墓
誌
」（『
日
本
史
総
合
辞
典
』
東
京
書
籍

一
九
九
一
年
）

世
紀
、
現
奈
良
県
五
條
市
出
土
。
墓
誌
は
現
存
し
な
い
が
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『
古
京
遺
文
』
が
全
文
を
収
載
。
瓦
塼
に
天
平

年
（
７３９
）

の
吉
備
真
備
に
よ
る
亡
母
楊
貴
氏
の
埋
葬
等

文
字
を
刻
む

が
、
用
字
の
か
疑
問
が
多
い
。
表
記
「
…
之
墓
」
は
墓
碑
的

性
格
を
持
つ
。

東
野
治
之
「
楊
貴
氏
墓
誌
」（『
国
史
大
辞
典
』
一
四
巻

吉
川

弘
文
館

一
九
九
三
年
）

こ
の
墓
誌
に
つ
い
て
は
、
文
字
が
塼
の
焼
成
後
に
刻
ま
れ
て

い
る
こ
と
、
末
尾
四
字
が
後
刻
と
み
ら
れ
、
こ
れ
を
除
く
と

文
字
の
配
置
に
不
均
衡
が
生
ず
る
こ
と
な
ど
か
ら
、
塼
出
土

後
の
偽
作
と
す
る
説
も
あ
る
。

田
中
俊
明
「
楊
貴
氏
墓
誌
」（『
日
本
古
代
史
大
辞
典
』
大
和
書

房

二
〇
〇
六
年
）

楊
貴
妃
に
ち
な
ん
で
八
木
氏
を
楊
貴
氏
と
称
し
た
と
い
う
伝

承
が
あ
る
が
、
楊
貴
妃
は
楊
氏
で
あ
り
、
貴
妃
と
い
う
地
位

に
つ
い
た
の
は
、
墓
誌
の
年
代
よ
り
も
あ
と
で
あ
る
な
ど
、

疑
問
が
多
く
、
偽
作
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
。

高
島
英
之
「
楊
貴
氏
墓
誌
」（『
歴
史
考
古
学
大
辞
典
』
吉
川
弘

文
館

二
〇
〇
七
年
）

現
存
す
る
拓
本
を
偽
作
と
す
る
見
方
も
あ
る
が
、
墓
誌
に
記

さ
れ
た
真
備
の
位
階
・
官
職
は
、
墓
誌
に
記
さ
れ
た
年
代
で

あ
る
七
三
九
年
（
天
平
十
一
）
当
時
の
も
の
と
し
て
他
の
史

料
と
矛
盾
し
な
い
。

以
下
、
偽
作
説
が
あ
る
と
い
う
こ
と
を
お
さ
え
つ
つ
、
東
涯
の

『
輶
軒
小
録
』
で
の
第
一
報
ま
で
立
ち
返
り
、
墓
誌
発
見
ま
で
の

状
況
を
振
り
返
っ
て
み
た
い
。

三

最
初
の
報
告
者
・
伊
藤
東
涯

（
一
）
楊
貴
氏
墓
誌
発
見
に
至
る
ま
で
の
東
涯
の
周
辺

事
件
・
事
故
に
お
い
て
、
世
間
で
は
第
一
発
見
者
・
通
報
者
が

疑
わ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
東
涯
を
疑
う
訳
で
は
な
い
が
、
楊
貴
氏

墓
誌
の
第
一
報
告
者
・
東
涯
の
周
辺
、
墓
誌
が
発
見
さ
れ
た
と
す

る
享
保
一
三
年
（
一
七
二
八
）
に
至
る
ま
で
の
事
実
を
確
認
し
て

お
き
た
い
。

慶
長
一
八
年
（
一
六
一
三
）

小
野
毛
人
墓
誌
発
見

明
暦
三
年
（
一
六
五
七
）

『
続
日
本
紀
』
の
最
初
の
版
本

（
印
本
）
公
刊
さ
れ
る

― ５５ ―



寛
文
一
〇
年
（
一
六
七
〇
）

東
涯

誕
生

元
禄
九
年
（
一
六
九
六
）

東
涯

稲
生
氏
墓
誌
作
成
（
東

涯
二
七
歳
）

元
禄
一
〇
年
（
一
六
九
七
）

小
野
毛
人
墓
誌

埋
め
戻
さ
れ

る
（
東
涯
二
八
歳
）

元
禄
一
二
年
（
一
六
九
九
）

下
道
圀
勝
圀
依
母
夫
人
骨
蔵
器

発
見
（
東
涯
三
〇
歳
）

享
保
九
年
（
一
七
二
四
）

『
制
度
通
』
原
稿
完
成
（
東
涯

五
五
歳
）

享
保
一
三
年
（
一
七
二
八
）

楊
貴
氏
墓
誌
発
見
（
東
涯
五
九

歳
）

享
保
一
六
年
（
一
七
三
一
）
以
降
『
輶
軒
小
録
』
成
立

元
文
元
年
（
一
七
三
六
）

東
涯
没
（
六
七
歳
）

『
輶
軒
小
録
』
に
は
「
備
中
古
墓
之
事
」（
下
道
圀
勝
圀
依
母
夫

人
骨
蔵
器
）、「
和
州
古
碑
之
事
」（
楊
貴
氏
墓
誌
）、「
小
野
毛
人

墓
之
事
」（
小
野
毛
人
墓
誌
）
の
三
点
の
墓
誌
が
取
り
上
げ
ら
れ

て
い
る
。
こ
の
三
点
は
、
五
〇
〇
年
程
前
（
嘉
禎
元
年＝

一
二
三

五
年
）
に
発
見
さ
れ
た
行
基
墓
誌
を
除
く
と
、
当
時
知
ら
れ
て
い

た
古
代
の
墓
誌
の
全
て
と
思
わ
れ
、
東
涯
が
古
代
の
墓
誌
に
強
い

関
心
を
抱
い
て
い
た
こ
と
が
伺
え
る
。

特
に
「
備
中
古
墓
之
事
」
の
記
述
で
は

備
中
国
某
郡
に
、
恵
良
村
と
云
ふ
所
あ
り
。
二
里
程
東
に
八

田
村
と
云
ふ
村
あ
り
。
其
処
に
、
吉
備
大
臣
の
廟
あ
り
。
二

十
年
ば
か
り
前
（
元
禄
一
二
年
…
伊
藤
）
に
、
八
田
邑
よ
り

一
里
西
に
、
東
三
成
村
と
云
ふ
所
あ
り
。
其
村
の
百
姓
古
き

塚
を
ほ
り
、
鉄
器
を
出
だ
し
、
其
名
に
下
道
氏
国
勝
、
国
頼

母
夫
人
の
骨
、
和
銅
元
年
と
あ
り
。
其
器
は
所
の
地
蔵
院
に

安
置
せ
り
。
領
主
伊
藤
伊
豆
国
勝
の
社
建
立
と
云
々
。
さ
て

地
蔵
院
を
改
め
、
国
勝
寺
と
号
せ
ら
る
。
骨
器
の
銘
ま
さ
に

廿
字
余
も
有
る
由
、
中
国
す
ぢ
よ
り
書
き
付
け
来
る
。
国
勝

と
云
ふ
は
、
吉
備
大
臣
の
御
親
父
な
り
。

と
あ
り
、
東
涯
は
「
中
国
す
ぢ
」（
現
地
）
か
ら
の
「
書
き
付
け
」

（
報
告
）
を
受
け
、
こ
の
文
章
を
記
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の

「
備
中
古
墓
之
事
」
に
続
く
の
が
楊
貴
氏
墓
誌
の
「
和
州
古
碑
之

事
」
で
あ
る
。「
和
州
古
碑
之
事
」
の
文
末
に
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此
は
上
の
墓
の
碑
（
備
中
古
墓
…
伊
藤
）
と
同
じ
く
、
吉
備

大
臣
の
母
氏
な
り
。
上
の
は
祖
母
な
り
。
此
は
母
儀
な
り
。

同
じ
く
近
年
に
掘
り
出
だ
す
事
、
誠
に
希
代
の
こ
と
な
り
。

と
あ
り
、
下
道
圀
勝
圀
依
母
夫
人
骨
蔵
器
と
楊
貴
氏
墓
誌
を
、
一

連
の
も
の
と
し
て
記
述
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
一
つ
は
真
備
の
祖

母
の
墓
誌
、
も
う
一
つ
は
真
備
の
母
親
の
墓
誌
と
考
証
し
て
い
る

こ
と
か
ら
、
東
涯
は
下
道
朝
臣
真
備
一
族
に
並
々
な
ら
ぬ
興
味
を

抱
い
て
い
る
こ
と
が
伺
え
る
。

（
二
）
東
涯
所
持
の
印
本
『
続
日
本
紀
』

『
輶
軒
小
録
』「
野
州
多
胡
碑
之
事
」
の
中
で
「
続
日
本
紀
を
考

ふ
る
に
」、
ま
た
「
小
野
毛
人
墓
之
事
」
の
中
で
「
続
日
本
紀
を

見
れ
ば
、
和
銅
七
年
の
下
に
云
、
…
」、「
亦
続
日
本
紀
に
、
小
錦

中
と
書
け
り
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
東
涯
は
『
続
日
本
紀
』
を
見

て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。

東
涯
が
見
て
い
た
『
続
日
本
紀
』
は
近
世
で
は
唯
一
の
公
刊

た
つ
の
は
る
と
き

本
、
明
暦
三
年
（
一
六
五
七
）
に
立
野
春
節
（
一
六
二
五
〜
？
）

（
�
）

が
版
行
し
た
本
（
印
本
と
通
称
さ
れ
る
）
で
あ
る
。

『
古
義
堂
文
庫
目
録
』（
天
理
図
書
館

一
九
五
六
年

一
〇
七

頁
）
に
は

続
日
本
紀

大
四
十
巻

二
十
冊
函
（

│
１
）

菅
野
真
道
等
、
明
暦
丁
酉
秋
日
立
野
春
節
後
語
、
東
涯
朱
墨

の
書
入
れ
あ
り
。
表
紙
に
各
冊
充
当
年
代
を
朱
書
す
。
箱
の

下
部
に
「
享
保
十
八
年
癸
丑
（
１７３３
）
夏
五
月
造
」、
箱
の
外

ら
ん
ぐ
う

題
は
蘭
嵎
に
似
た
り
。
そ
の
裏
に
東
涯
本
書
の
中
の
歴
代
の

名
と
「
四
十
巻
紀
凡
九
十
五
年
」
と
書
し
た
り
。

と
あ
る
。
古
義
堂
文
庫
に
は
東
涯
が
所
持
し
て
い
た
印
本
が
蔵
さ

れ
て
い
る
。

東
涯
は
印
本
『
続
日
本
紀
』
を
手
許
に
置
き
、
そ
れ
ぞ
れ
の
墓

誌
の
考
証
を
進
め
て
い
た
の
で
あ
る
。
天
平
七
年
四
月
二
六
日
の

記
事
で
、
正
し
く
は
「
入
唐
留
学
生
従
八
位
下
下
道
朝
臣
真
備
」

と
有
る
べ
き
と
こ
ろ
を
（『
新
日
本
古
典
文
学
大
系

続
日
本
紀
』

に
よ
る
）、
印
本
で
は
「
入
唐
留
学
生
従
八
位
下
上
道
朝
臣
真
備
」

と
「
下
」
を
「
上
」
と
誤
記
し
て
い
る
。
東
涯
所
持
の
印
本
を
実

見
し
た
と
こ
ろ
、
誤
記
の
「
上
」
字
を
白
で
消
し
、「
下
」
と
記
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し
て
い
る
の
で
あ
る
。「
備
中
古
墓
之
事
」、「
和
州
古
碑
之
事
」

の
考
証
過
程
で
『
続
日
本
紀
』
印
本
の
誤
り
に
気
付
い
た
の
で
あ

ろ
う
か
。
あ
る
い
は
、
墓
誌
の
考
証
と
は
関
係
な
く
、
単
に
印
本

の
誤
記
に
気
付
い
た
だ
け
か
も
し
れ
な
い
が
。

（
三
）
下
道
朝
臣
真
備
の
位
階
と
官
職

印
本
で
の
誤
字
の
訂
正
、「
備
中
古
墓
之
事
」
と
「
和
州
古
碑

之
事
」
で
の
考
証
か
ら
、
東
涯
が
下
道
一
族
に
大
い
な
る
興
味
を

抱
い
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。

こ
こ
で
、
楊
貴
氏
墓
誌
で
「
従
五
位
上
守
右
衛
士
督
兼
行
中
宮

亮
下
道
朝
臣
真
備
」
と
記
述
さ
れ
る
下
道
真
備
の
天
平
一
一
年

（
七
三
九
）
時
点
で
の
位
階
と
官
職
を
見
て
い
き
た
い
。

ぎ
ょ
う

位
階
が
高
く
、
官
職
が
低
い
場
合
は
行し

ゅ

位
階
が
低
く
、
官
職
が
高
い
場
合
は
守

で
あ
る
。
こ
こ
で
墓
誌
の
天
平
一
一
年
八
月
に
お
け
る
下
道
朝
臣

真
備
の
位
階
と
官
職
を
確
認
し
た
い
。

天
平
九
年
一
二
月
二
七
日
（
続
日
本
紀
）

す
け

中
宮
職
の
官
人
六
人
に
位
を
賜
ふ
こ
と
、
各
差
有
り
。
亮
従

五
位
下
下
道
朝
臣
真
備
に
従
五
位
上
を
授
く
。

天
平
一
〇
年
七
月
七
日
（
続
日
本
紀
）

か
み

右
衛
士
督
下
道
朝
臣
真
備

こ
の
時
の
位
階
は
、
天
平
九
年
一
二
月
に
賜
っ
た
従
五
位
上
の

ま
ま
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
墓
誌
に
刻
ま
れ
た
天
平
一
一
年

（
七
三
九
）
の
時
点
で
下
道
朝
臣
真
備
は
、「
従
五
位
上
中
宮
亮
」

で
あ
り
、
官
位
相
当
の
原
則
か
ら
は
、
中
宮
亮
は
従
五
位
下
相
当

で
あ
る
た
め
「
行
」
の
状
態
で
あ
る
。
ま
た
、
右
衛
士
督
は
正
五

位
上
に
相
当
す
る
た
め
「
守
」
の
状
態
で
あ
っ
た
。
楊
貴
氏
墓
誌

で
の
下
道
朝
臣
真
備
の
位
階
と
官
職
に
つ
い
て
の
記
述
は
、『
続

日
本
紀
』
に
照
ら
し
て
も
正
し
い
も
の
で
あ
り
、
誤
り
は
な
い
。

官
位
相
当
の
原
則
を
知
る
楊
貴
氏
墓
誌
の
撰
者
が
、
天
平
一
一

年
（
七
三
九
）
の
下
道
朝
臣
真
備
に
つ
い
て
「
守
」「
行
」
と
判

断
し
た
の
で
あ
る
。

官
位
相
当
の
原
則
、「
行
」「
守
」
に
つ
い
て
、
東
涯
も
当
然
熟

知
し
て
い
る
。『
制
度
通
』
巻
四
「
兼
行
守
試
の
事
」
で
は

兼

両
官
に
任
ず
る
者
、
一
を
正
と
為
し
、
余
を
兼
と
為
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す
。

行

高
階
卑
官
。

守

卑
階
高
官

試

未
だ
正
命
と
為
ら
ず
。

…
（
中
略
）
…

○
本
朝
官
位
、
兼
、
行
、
守
の
こ
と
、
又
唐
の
法
に
本
づ

い
や
し
く

く
。
位
階
卑
し
て
官
高
き
と
き
は
守
と
か
く
。
従
三
位
守
大

納
言
と
い
ふ
が
如
し
。
大
納
言
は
相
当
従
二
位
な
り
。
位
階

た
か
く
高
し
て
官
卑
き
時
は
行
と
か
く
。
正
二
位
行
大
納
言
と
云
が

如
し
。
こ
の
二
つ
は
位
と
官
と
高
下
あ
り
。
共
に
位
を
先
へ

書
て
官
を
あ
と
に
し
る
す
。
も
し
官
位
相
当
の
時
は
行
守
の

か
な
ら
ず

字
を
用
ひ
ず
。
大
納
言
従
二
位
と
必
官
を
先
へ
し
る
す
な

り
。
諸
官
何
れ
も
同
き
こ
と
な
り
。
令
並
に
拾
芥
抄
な
ど
に

詳
な
り
。

と
記
し
て
い
る
。

（
四
）
墓
誌
銘
を
撰
述
し
て
い
た
東
涯

こ
う
し
ょ
う
じ

京
都
市
左
京
区
に
迎
称
寺
と
い
う
寺
が
あ
る
。
迎
称
寺
は
本
草

い
の
う
じ
ゃ
く
す
い

学
者
・
医
師
で
あ
っ
た
稲
生
若
水
の
墓
所
で
あ
っ
た
。
一
九
九

二
年
四
月
、
こ
の
寺
の
墓
地
に
埋
葬
さ
れ
た
稲
生
家
の
墓
所
改
葬

工
事
に
伴
っ
て
四
点
の
墓
誌
が
発
見
さ
れ
た
。
四
点
の
墓
誌
の
う

ち
、
東
涯
は
「
恒
軒
墓
誌
銘
」
と
「
孺
人
墓
誌
銘
」
の
二
点
の
銘

文
を
元
禄
九
年
（
一
六
九
六
）
に
撰
述
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

こ
う
け
ん

恒
軒
は
若
水
の
父
・
稲
生
恒
軒
（
一
六
一
〇
〜
八
〇
）、
孺
人

は
恒
軒
の
妻
（
若
水
の
母
）
稲
生
春
子
（
一
六
一
九
〜
九
五
）
で

あ
る
。

東
涯
が
撰
述
し
た
文
は
杉
立
義
一
氏
の
著
作
を
ご
覧
い
た
だ
く

（
�
）

こ
と
と
し
て
、
私
に
と
っ
て
興
味
深
い
の
は
、
慶
長
一
八
年
（
一

六
一
三
）
に
発
見
さ
れ
、
元
禄
一
〇
年
（
一
六
九
七
）
に
埋
め
戻

さ
れ
る
ま
で
地
上
に
あ
っ
た
小
野
毛
人
墓
誌
（
そ
の
後
、
一
九
一

三
年
に
掘
り
出
さ
れ
る
）
を
東
涯
は
実
見
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

稲
生
氏
の
墓
誌
を
撰
述
し
た
の
は
「
小
野
毛
人
墓
誌
が
銅
製
墓
誌

（
恒
軒
・
孺
人
の
墓
誌
）
を
作
る
こ
と
の
ヒ
ン
ト
に
な
っ
た
の
で

は
な
い
か
と
い
う
こ
と
が
一
つ
。
そ
し
て
ヒ
ン
ト
を
与
え
た
の
が

伊
藤
東
涯
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
が
一
つ
で
あ
る
」

と
す
る
伊
東
宗
裕
氏
の
見
解
は
当
時
の
東
涯
の
状
況
を
知
る
う
え

（
�
）

で
重
要
な
指
摘
で
あ
る
。
先
に
述
べ
た
よ
う
に
東
涯
は
『
輶
軒
小
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録
』
で
「
小
野
毛
人
墓
之
事
」
を
し
る
し
て
お
り
、
伊
東
氏
の
見

方
は
正
鵠
を
射
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

東
涯
は
楊
貴
氏
墓
誌
が
発
見
さ
れ
る
以
前
、
元
禄
九
年
（
一
六

九
六
）
二
七
歳
の
時
に
稲
生
氏
の
墓
誌
銘
を
撰
述
し
て
い
た
の
で

あ
る
。四

墓
誌
の
拓
本
と
東
涯
直
筆
の
文
書

今
こ
こ
に
、
東
涯
の
直
筆
に
な
る
楊
貴
氏
墓
誌
に
関
す
る
文
書

を
見
い
出
す
こ
と
が
で
き
た
。
古
義
堂
文
庫
に
入
っ
て
い
る
も
の

で
「
考
古
史
料
〔
楊
貴
氏
墓
誌
〕」
古
２０１
│
３
│
２
で
あ
る
。
一

紙
に
書
き
付
け
た
も
の
で
あ
る
。

享
保
十
三
戊
申
之
秋
和
州
宇
智
郡

大
澤
沢
村
平
右
衛
門
屋
敷
ヨ
リ
四
五
升

ハ
カ
リ
入
ホ
ト
ノ
壷
一
ツ
並
瓦
十
二
枚
掘

出
ス
十
二
枚
ノ
内
一
枚
ニ
文
字
ヲ
ホ
リ

ツ
ケ
朱
ヲ
入
ア
リ
瓦
ノ
厚
サ
一
寸
八
分

幅
一
尺
七
寸
長
サ
一
尺
九
寸

文
ニ
曰

從
五
位
上
守
右
衞

士
督
�
行
中
宮
亮

下
道
朝
臣
真
�
葬

亡
妣
�
貴
氏
之
墓

天
平
十
一
年
八
月
十
二

日
記
歳
次
己
卯

和
州
よ
り
書
付
来
候
通
直
に
写
進
申
候

「
享
保
十
三
戊
申
之
秋
…
」
以
下
、
銘
文
の
最
後
「
日
記
歳
次

己
卯
」
ま
で
が
、
和
州
（
大
和
）
か
ら
の
書
付
（
情
報
）
に
対
す

ま
い
ら
せ

る
返
書
の
内
容
で
あ
ろ
う
。「
和
州
よ
り
書
付
来
候
通
直
に
写
進

申
候
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
文
章
は
和
州
か
ら
の
情
報
提
供

者
に
返
送
し
た
書
簡
の
写
し
、
手
控
え
な
の
で
あ
ろ
う
。

ま
い
ら
せ

し
か
も
最
後
の
「
和
州
よ
り
書
付
来
候
通
直
に
写
進
申
候
」

は
、「
大
和
か
ら
書
簡
が
来
た
の
で
、
直
ち
に
こ
の
文
書
を
作
成

し
進
呈
し
た
」
と
い
っ
た
意
味
で
あ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
も
「
備
中

古
墓
之
事
」
と
同
じ
く
、
和
州
（
地
元
）
か
ら
の
書
付
け
（
報

告
）
を
受
け
て
、
東
涯
自
身
が
モ
ノ
を
見
る
こ
と
な
し
に
文
書
を
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上：楊貴氏墓誌拓本 下：東涯の文書（天理大学附属図書館蔵）
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作
成
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

前
半
の
墓
誌
発
見
の
状
況
は
『
輶
軒
小
録
』
の
記
述
と
ほ
ぼ
同

じ
で
あ
る
。
墓
誌
の
大
き
さ
に
つ
い
て
東
涯
は
幅
（
タ
テ
）
一
尺

七
寸
×
長
サ
（
ヨ
コ
）
一
尺
九
寸
と
記
す
。
こ
の
数
値
は
『
輶
軒

小
録
』
で
の
記
述
と
同
じ
で
あ
る
。
東
涯
の
記
す
と
こ
ろ
に
よ
れ

ば
、
墓
誌
は
タ
テ
五
一
、
五
㎝
×
ヨ
コ
五
七
、
五
㎝
程
の
大
き
さ

と
な
る
。
後
の
史
料
『
好
古
小
録
』（
藤
貞
幹

一
七
九
四
年
）

で
は
六
寸
八
分
×
九
寸
、『
古
京
遺
文
』（
狩
谷
棭
斎

一
八
一
八

年
）
で
は
六
寸
九
分
×
九
寸
と
あ
り
、
タ
テ
二
〇
㎝
×
ヨ
コ
二
七

㎝
程
度
の
大
き
さ
で
あ
る
。
近
江
氏
は
拓
本
の
検
討
か
ら
、
タ
テ

一
九
、
四
㎝
×
ヨ
コ
二
五
、
二
㎝
程
の
大
き
さ
と
述
べ
る
。
墓
誌

の
大
き
さ
の
間
違
い
は
「
和
州
よ
り
書
付
」
の
情
報
が
事
実
と
異

な
っ
て
い
た
こ
と
に
よ
る
も
の
だ
ろ
う
か
。

「
文
ニ
曰
」
以
下
の
銘
文
に
つ
い
て
は
、
東
涯
文
書
で
は
六
行
、

拓
本
で
は
七
行
で
、
字
配
り
が
異
な
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
文
字
の

違
い
に
つ
い
て
も
確
認
し
て
お
き
た
い
。

東
涯
文
書
で
は

（
一
行
目
）
從
五
位
上
守
右
衞

（
二
行
目
）
士
督
�
行
中
宮
亮

（
三
行
目
）
下
道
朝
臣
真
�
葬

（
四
行
目
）
亡
妣
�
貴
氏
之
墓

（
五
行
目
）
天
平
十
一
年
八
月
十
二

（
六
行
目
）
日
記
歳
次
己
卯

拓
本
で
は

（
一
行
目
）
従
五
位
上
守
右
衛

（
二
行
目
）
士
督
�
行
中
宮
�

（
三
行
目
）
下
道
朝
臣
真
備
葬

（
四
行
目
）
亡
妣
�
貴
氏
之
墓

（
五
行
目
）
天
平
十
一
年
八
月
十

（
六
行
目
）
二
日
記

（
七
行
目
）
歳
次
己
�

東
涯
文
書
と
拓
本
を
比
較
す
る
と
以
下
の
違
い
が
あ
る
。

（
一
行
目
）

從
↓
従

（
二
行
目
）

�
↓
�

亮
↓
�

（
三
行
目
）

�
↓
備

（
六
・
七
行
目
）
卯
↓
�

一
見
す
る
と
、
東
涯
の
文
字
は
や
や
煩
雑
な
字
体
を
用
い
て
お

り
、
拓
本
の
文
字
は
焼
成
後
の
塼
に
彫
っ
た
た
め
か
、
從
↓
従
、
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亮
↓
�
、
卯
↓
�
の
よ
う
に
簡
略
化
さ
れ
た
文
字
に
な
っ
て
い

る
。
和
州
か
ら
の
墓
誌
の
報
告
を
受
け
、
東
涯
は
日
常
普
段
に
書

き
慣
れ
た
文
字
を
用
い
て
書
き
記
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

あ
る
い
は
、
古
墓
発
見
の
情
報
を
受
け
た
東
涯
が
、
い
そ
ぎ
銘

を
撰
文
、
こ
の
書
面
を
作
成
し
、
和
州
の
情
報
提
供
者
に
送
っ
た

の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
東
涯
の
撰
文
を
も
と
に
、
焼
成
後
の
塼
に

文
字
を
彫
り
付
け
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
と
推
測
す
る
の
は
、

げ

す

か
ん
ぐ
り

下
種
の
勘
繰
り
で
あ
ろ
う
か
。
東
涯
の
文
字
は
紙
に
筆
で
書
か
れ

た
の
で
や
や
煩
雑
な
字
体
を
用
い
て
い
る
が
、
東
涯
の
撰
文
を
塼

に
彫
り
付
け
る
段
に
な
っ
て
煩
雑
な
文
字
は
彫
れ
な
い
た
め
、
簡

略
化
し
た
文
字
に
し
て
彫
り
付
け
た
と
考
え
る
の
は
邪
推
で
あ
ろ

う
か
。五

楊
貴
氏＝

八
木
氏
か

狩
谷
棭
斎
『
古
京
遺
文
』（
文
政
元
年＝

一
八
一
八
年

自
序
）

の

楊
貴
氏
姓
氏
録
右
京
蕃
別
所
載
八
木
造
即
此

と
述
べ
る
。
以
来
、
楊
貴＝

八
木
と
さ
れ
て
き
た
（
た
だ
し
、
八

木
造
は
右
京
神
別
下
で
あ
り
『
古
京
遺
文
』
は
誤
り
）。
佐
伯
有

清
氏
は
八
木
造
に
つ
い
て
「
八
木
の
氏
名
は
、
陽
疑
・
楊
貴
・
陽

（
�
）

枳
・
矢
木
な
ど
と
も
書
き
、
…
」
と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
う
ち
、

陽
疑
は
『
続
日
本
紀
』
宝
亀
六
年
（
七
七
五
）
正
月
条
に
見
え
る

「
陽
疑
造
豊
成
女
」
で
あ
り
、
陽
枳
・
矢
木
は
宝
亀
元
年
（
七
七

〇
）
一
二
月
以
降
、
装
潢
と
し
て
正
倉
院
文
書
に
登
場
す
る
八
木

宮
主
の
別
表
記
で
あ
る
。
佐
伯
氏
は
楊
貴
に
つ
い
て
史
料
的
根
拠

を
示
し
て
い
な
い
が
、
楊
貴
氏
墓
誌
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な

い
。墓

誌
が
天
平
一
一
年
（
七
三
九
）
に
作
ら
れ
た
も
の
と
す
る
な

ら
ば
、「
楊
貴
」
が
中
国
唐
の
「
楊
貴
妃
」
と
は
無
関
係
で
あ
る

（
�
）

こ
と
は
岸
俊
男
氏
が
明
ら
か
に
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
楊
氏

が
「
貴
妃
」
の
位
を
授
け
ら
れ
た
の
は
天
宝
四
歳＝

天
平
一
七
年

（
七
四
五
）
で
あ
る
た
め
、
墓
誌
の
楊
貴
氏
と
中
国
唐
の
楊
貴
妃

と
は
全
く
無
関
係
と
な
る
。

東
涯
は
『
制
度
通
』
巻
三
「
後
宮
官
の
事
」
に

○
唐
の
時
、
女
官
の
次
第
、
前
代
の
制
を
と
り
て
増
損
す
。
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す
べ

内
命
婦
、
貴
妃
よ
り
采
女
ま
で
凡
て
十
六
等
。

と
あ
る
。
唐
の
女
官
の
制
度
・
一
六
等
の
最
上
に
「
貴
妃
」
位
が

あ
る
こ
と
を
記
し
て
い
る
。
し
か
し
、
楊
氏
と
楊
貴
妃
に
つ
い
て

は
記
す
と
こ
ろ
は
な
い
。

こ
の
墓
誌
を
真
物
と
判
断
す
る
な
ら
ば
、
天
平
一
一
年
の
時
点

で
、
中
国
唐
の
楊
貴
妃
と
は
無
関
係
に
「
楊
貴
」
と
い
う
氏
族
が

日
本
に
存
在
し
て
い
た
と
い
う
岸
氏
の
指
摘
の
と
お
り
で
あ
る
。

ま
と
め
に
か
え
て

楊
貴
氏
墓
誌
に
つ
い
て
、
近
江
氏
の
研
究
を
踏
ま
え
な
が
ら
、

発
見
と
さ
れ
る
享
保
一
三
年
（
一
七
二
八
）
に
立
ち
返
り
、
第
一

報
告
者
で
あ
る
伊
藤
東
涯
の
周
辺
を
探
索
し
て
み
た
。

東
涯
は
『
輶
軒
小
録
』
の
中
で
下
道
圀
勝
圀
依
母
夫
人
骨
蔵
器

と
楊
貴
氏
墓
誌
と
を
、
一
連
の
も
の
と
し
て
考
証
し
て
お
り
、
こ

の
考
証
の
過
程
で
下
道
朝
臣
真
備
に
大
い
な
る
興
味
を
抱
い
て
い

た
ら
し
い
。

ま
た
、
東
涯
は
楊
貴
氏
墓
誌
発
見
以
前
、
元
禄
九
年
（
一
六
九

六
）
に
稲
生
家
の
「
恒
軒
墓
誌
銘
」
と
「
孺
人
墓
誌
銘
」
撰
述
し

て
い
る
と
い
う
事
実
が
あ
る
。

さ
ら
に
、
古
義
堂
文
庫
に
蔵
さ
れ
る
文
書
か
ら
、
東
涯
は
楊
貴

氏
墓
誌
を
直
接
に
見
る
こ
と
な
く
、
大
和
の
某
氏
か
ら
の
情
報
提

供
に
よ
っ
て
、
銘
文
を
記
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
自
ら
記
し
た
銘

文
を
大
和
へ
返
送
し
て
い
る
ら
し
い
こ
と
。
し
か
も
東
涯
の
銘
文

は
拓
本
と
比
べ
る
と
字
配
り
が
異
な
っ
て
お
り
、
字
体
も
墓
誌
の

文
字
と
は
異
な
り
、
煩
雑
な
文
字
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
事
実
。

以
上
の
よ
う
な
い
く
つ
か
の
事
実
か
ら
、
楊
貴
氏
墓
誌
が
偽
作

さ
れ
た
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
享
保
年
間
に
あ
っ
て
、
こ
の
よ
う

な
銘
文
を
撰
述
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
は
伊
藤
東
涯
を
除
い
て
は

あ
り
得
な
い
と
私
は
考
え
る
に
至
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

墓
誌
銘
の
内
容
は
『
続
日
本
紀
』
の
記
述
す
る
と
こ
ろ
と
全
く

矛
盾
し
て
は
い
な
い
。「
楊
貴
」
も
「
楊
貴
妃
」
と
は
無
関
係
で

あ
れ
ば
、
こ
の
墓
誌
は
真
物
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
ろ
う

か
。伊

藤
東
涯
の
周
辺
の
聞
き
込
み
捜
査
を
し
、
状
況
証
拠
を
集

め
、
決
定
証
拠
が
な
い
ま
ま
に
推
論
を
す
す
め
て
き
た
。
こ
の
墓

誌
が
偽
物
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
享
保
の
人
に
あ
っ
て
、
こ
の
よ
う

な
銘
を
撰
述
で
き
た
の
は
東
涯
以
外
に
は
考
え
ら
れ
な
い
と
し
た
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私
は
、
東
涯
の
名
誉
を
著
し
く
傷
つ
け
た
こ
と
に
な
る
。

諸
氏
の
お
許
し
を
切
に
請
う
も
の
で
あ
る
。

お

わ

り

に

享
保
一
三
年
（
一
七
二
八
）、
大
和
の
古
墓
か
ら
天
平
一
一
年

（
七
三
九
）
の
年
紀
が
刻
ま
れ
た
墓
誌
が
発
見
さ
れ
た
ら
し
い
。

伊
藤
東
涯
の
第
一
報
に
よ
れ
ば
、
一
二
枚
の
塼
が
見
つ
か
り
、
そ

の
う
ち
一
枚
に
文
字
が
彫
り
付
け
ら
れ
、
文
字
に
は
朱
が
入
っ
て

い
た
と
い
う
。
現
物
が
伝
わ
っ
て
い
な
い
た
め
、
拓
本
を
詳
細
に

観
察
し
た
近
江
昌
司
氏
は
、
文
字
は
塼
が
焼
成
さ
れ
た
後
の
彫
り

付
け
ら
れ
た
も
の
と
さ
れ
、
文
体
・
字
形
か
ら
偽
物
で
あ
る
可
能

性
を
指
摘
し
た
。

享
保
一
三
年
に
大
和
で
古
墓
が
見
つ
か
っ
た
。
そ
の
墓
に
は
一�

枚�

の�

塼�

が
納
め
ら
れ
て
い
た
。
塼
の
片
面
に
は
文
字
が
彫
ら
れ
て

い
た
。
文�

字�

は�

塼�

が�

焼�

か�

れ�

る�

前�

、
ま
だ
土
が
軟
ら
か
い
時
に
ヘ

ラ
書
き
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
解
読
し
て
み
る
と
、
下
道
朝
臣
真

が
亡
き
母
・
楊
貴
氏
の
た
め
に
天
平
一
一
年
八
月
一
二
日
に
こ
の

墓
を
造
っ
た
、
と
い
う
内
容
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
状
況
で
あ

れ
ば
、
今
日
現
物
が
存
在
し
て
い
な
く
て
も
、
私
は
何
ら
疑
問
を

持
つ
こ
と
な
く
、
こ
の
墓
誌
を
真
物
と
判
断
す
る
は
ず
で
あ
る
。

私
も
楊
貴
氏
墓
誌
は
真
物
と
は
思
え
ず
、
偽
物
の
可
能
性
が
極

め
て
高
い
と
思
い
、
こ
の
墓
誌
の
発
見
時
の
周
辺
を
調
べ
て
み
た

次
第
で
あ
る
。

伊
藤
東
涯
を
偽
作
者
と
決
め
つ
け
る
意
図
は
毛
頭
な
い
こ
と

を
、
改
め
て
明
言
し
て
お
き
た
い
。

註（
１
）
岸
俊
男
「
楊
貴
氏
の
墓
誌
」（『
五
條
市
史
』
上
巻

一
九
五

八
年
）

（
２
）
『
日
本
随
筆
大
成
』
二
期
│
二
四
（
吉
川
弘
文
館

一
九
七

四
年
）

（
３
）
近
江
昌
司
「
楊
貴
氏
墓
誌
の
研
究
」（『
日
本
歴
史
』
二
一
一

号

一
九
六
五
年
）

（
４
）
吉
岡
真
之
・
石
上
英
一
「
書
誌
」（『
新
日
本
古
典
文
学
大
系

続
日
本
紀
』
一

岩
波
書
店

一
九
八
九
年
）

（
５
）
杉
立
義
一
「
稲
生
恒
軒
・
若
水
の
墓
誌
銘
に
つ
い
て
」（『
東

ア
ジ
ア
の
本
草
と
博
物
学
の
世
界
』
下

思
文
閣
出
版

一
九

九
五
年
）

（
６
）
伊
東
宗
裕
「
発
見
さ
れ
た
古
代

小
野
毛
人
墓
碑
」（『
京
の

石
碑
も
の
が
た
り
』
京
都
新
聞
社

一
九
九
七
年
）

（
７
）
佐
伯
有
清
氏
（『
新
撰
姓
氏
録
の
研
究

考
證
篇
第
三
』
吉
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川
弘
文
館

一
九
八
二
年
）

（
８
）
岸
俊
男
「
楊
貴
氏
の
墓
誌
」（『
日
本
歴
史
』
一
五
〇
号

一

九
六
〇
年
『
日
本
古
代
政
治
史
研
究
』
所
収
）

参
考
文
献
（
註
で
あ
げ
た
文
献
を
除
く

発
表
順
）

楊
貴
氏
墓
誌
関
係

一
九
二
四
年
「
楊
貴
氏
の
墓
」『
奈
良
県
宇
智
郡
誌
』

一
九
五
五
年

清
野
謙
次
「
楊
貴
氏
墓
志
」『
日
本
考
古
学
・
人
類

学
史
』
下
巻

岩
波
書
店

一
六
六
五
年

小
島
俊
次
『
奈
良
県
の
考
古
学
』
吉
川
弘
文
館

一
九
六
六
年

亀
井
孝
「
楊
貴
氏
に
つ
き
語
学
の
た
ち
ば
か
ら
」

『
日
本
歴
史
』
二
一
七
号
（『
日
本
語
の
す
が
た
と
こ

こ
ろ
（
一
）』
所
収
）

一
九
七
七
年

飛
鳥
資
料
館
『
日
本
古
代
の
墓
誌
』

一
九
八
七
年
「
楊
貴
氏
の
墓
誌
」『
五
條
市
史

新
修
』

伊
藤
東
涯
関
係

一
八
九
九
年

竹
内
水
哉
『
伊
藤
東
涯
』

一
九
四
三
年

吉
川
幸
次
郎
「
解
題
」『
制
度
通
』
岩
波
文
庫

一
九
五
〇
年

中
村
幸
彦
「
伊
藤
東
涯
来
簡
集
抄
」『
ビ
ブ
リ
ア
』

二
号
（『
中
村
幸
彦
著
述
集
』
一
一
巻
所
収
）

一
九
五
四
年

清
野
謙
次
「
伊
藤
東
涯
の
考
古
学
」『
日
本
考
古

学
・
人
類
学
史
』
上
巻

岩
波
書
店

一
九
六
九
年

吉
川
幸
次
郎
「
伊
藤
東
涯
」『
吉
川
幸
次
郎
全
集
』

一
七
巻

筑
摩
書
房

一
九
七
一
年

日
本
思
想
大
系

『
伊
藤
仁
斎
・
伊
藤
東
涯
』
岩
波

書
店

一
九
七
九
年

渡
辺
浩
「
伊
藤
仁
斎
・
東
涯
」『
江
戸
の
思
想
家
た

ち
』
上
巻

研
究
社
出
版

一
九
八
三
年

伊
東
倫
厚
『
伊
藤
仁
斎
・
附
伊
藤
東
涯
』
明
徳
出
版

社

一
九
九
七
年

森
銑
三
「
七
月
十
七
日

伊
藤
東
涯
」『
偉
人
暦

続
編
』（
下
）
中
公
文
庫

二
〇
〇
六
年

礪
波
護
「
解
説
」『
制
度
通
』
平
凡
社

東
洋
文
庫
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